
浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 次 第 

令和３年３月２２日（月） 

１４時００分 

教 育 委 員 会 室 

１ 開 会 

２ 前回会議録の報告及び承認 

３ 会議録署名人の決定（渥美委員、田中委員） 

４ 会期の決定 

５ 議 事 

（１）議 案 

【議決案件】 

第１７号議案 浜松市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正に

ついて                        （教育総務課）

第１８号議案 浜松市教育委員会職員安全衛生規程の一部改正について  （教育総務課）

第１９号議案 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措

置条例施行規則の一部改正について            （教職員課）

第２０号議案 浜松市立幼稚園園則の一部改正について      （幼児教育・保育課）

第２１号議案 押印を求める手続の見直し等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規

則の制定について                   （教育総務課）

第２２号議案 令和２年度教育委員会点検・評価報告書（案）について  （教育総務課）

第２３号議案 浜松市指定文化財の指定について             （文化財課）

（２）報 告 

ア 学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者間等における連絡手段のデジ

タル化の推進に関するガイドラインについて           （教育総務課）

イ 令和２年度浜松地域遺産の認定について              （文化財課）

ウ 浜松市文化財保存活用地域計画（案）に対するパブリック・コメントの結果について

（文化財課）

６ 閉 会 
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第 １ ７ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

浜松市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正について 

 浜松市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則を

次のように定める。 

教育長  花  井  和  徳  

浜松市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正す

る規則（案） 

 浜松市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（昭和３５年浜松市教育委

員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（専決） （専決） 

第４条 教育長は、次に掲げる事務について専

決することができる。 

第４条 教育長は、次に掲げる事務について専

決することができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 (4) 学校運営協議会の委員の委嘱に関する

こと。 

(4)～(6) （略） (5)～(7) （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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（第１７号議案の説明資料） 

教育総務課  

浜松市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正について 

（提案理由） 

教育行政の能率的な事務執行を図ることを目的に、教育委員会の権限に属する事務の

うち教育長に専決させる事務の見直しを行うため、規則の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

附属機関である学校運営協議会の委員の委嘱については、教育長に事務委任されてい

ませんが、学校運営協議会を全校設置した際に、1,400 人程度の学校運営協議会委員の

委嘱を教育委員会で審議することは現実的ではないため、教育長の専決事務とするもの

です。 

（施行期日） 

この規則は、令和３年４月１日から施行するものです。 
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第 １ ８ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

浜松市教育委員会職員安全衛生規程の一部改正について 

 浜松市教育委員会職員安全衛生規程の一部を改正する訓令甲を次のように定める。 

教育長  花  井  和  徳  

浜松市教育委員会職員安全衛生規程の一部を改正する訓令甲 

 浜松市教育委員会職員安全衛生規程（昭和５７年浜松市教育委員会訓令甲第２号）の一

部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（衛生管理者の設置） （衛生管理者の設置） 

第６条 法第１２条の規定に基づき、次の各号

に掲げる箇所に衛生管理者を置き、職員のう

ちから教育委員会が任命する。 

第６条 法第１２条の規定に基づき、次の各号

に掲げる箇所に衛生管理者を置き、職員のう

ちから教育委員会が任命する。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 浜松市立和地小学校 

(7)～(10) （略） (6)～(9) （略） 

 (10) 浜松市立白脇小学校 

 (11) 浜松市立積志小学校 

 (12) 浜松市立浜名中学校 

（衛生委員会の設置） （衛生委員会の設置） 

第１０条 法第１８条第１項の規定に基づき、

次の各号に掲げる箇所に当該各号に定める

衛生委員会を置く。 

第１０条 法第１８条第１項の規定に基づき、

次の各号に掲げる箇所に当該各号に定める

衛生委員会を置く。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 浜松市立和地小学校 浜松市立和地小

学校職員衛生委員会 

(6)～(9) （略） (5)～(8) （略） 
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 (9) 浜松市立白脇小学校 浜松市立白脇小

学校職員衛生委員会 

 (10) 浜松市立積志小学校 浜松市立積志

小学校職員衛生委員会 

 (11) 浜松市立浜名中学校 浜松市立浜名

中学校職員衛生委員会 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この訓令甲は、令和３年４月１日から施行する。 
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（第１８号議案の説明資料） 

教育総務課  

浜松市教育委員会職員安全衛生規程の一部改正について 

（提案理由） 

衛生管理者と衛生委員会を設置する学校を追加・削除するため、規程の一部を改正す

るものです。 

（改正内容） 

衛生管理者及び衛生委員会の設置校に、浜松市立白脇小学校、浜松市立積志小学校及

び浜松市立浜名中学校を追加し、浜松市立和地小学校を削除するものです。 

（施行期日） 

この訓令甲は、令和３年４月１日から施行するものです。 
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第 １ ９ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置 

条例施行規則の一部改正について 

 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例施行

規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

教育長  花  井  和  徳  

浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置

条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例施行規

則（昭和４６年浜松市教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（教育職員の業務量の適切な管理等） （教育職員の業務量の適切な管理等） 

第３条の２ （略） 第３条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和

４６年法律第７７号）第５条の規定により読

み替えて適用する地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第５８条第３項の規定によ

り読み替えて適用する労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）第３２条の４の規定により

教育職員を労働させる場合には、当該教育職

員についての第１項及び第２項に規定する

上限の適用については、第１項中「４５時間」

とあるのは「４２時間」と、「３６０時間」

とあるのは「３２０時間」と、第２項中

「４５時間」とあるのは「４２時間」とする。
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４ 前３項に定めるもののほか、教育職員の業

務量の適切な管理その他教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために必要な事項は、教

育委員会が別に定める。 

５ 前各項に定めるもののほか、教育職員の業

務量の適切な管理その他教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために必要な事項は、教

育委員会が別に定める。 

（勤務時間の割振り等） （勤務時間の割振り等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（１年単位の週休日及び勤務時間の割振り

の特例） 

第５条 教育委員会は、前条に定めるもののほ

か、次項から第１５項まで及び次条に定める

ところにより、条例第６条の２第１項の規定

に基づき、週休日及び勤務時間の割振りを定

めることができる。 

２ 条例第６条の２第３項第１号に規定する

教育職員（以下この条及び次条において「教

育職員」という。）は、公務の運営上の事情

により特別の形態によって勤務する必要が

あると教育委員会が認める者とする。この場

合において、教育委員会は、育児を行う者、

老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を

受ける者その他特別の配慮を要する者につ

いては、これらの者が育児等に必要な時間を

確保できるような配慮をしなければならな

い。 

３ 条例第６条の２第３項第２号の対象期間

（以下「対象期間」という。）は、学校教育

法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第

２９条第１項の規定により教育委員会が定

める学校の夏季、冬季、学年末等における休

業日の期間（以下「長期休業期間等」という。）

の一部又は全部を含む期間であって、４月１

日から翌年３月３１日までの期間の範囲内

で、各学校の実情に応じ、教育委員会が必要
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と認める期間とする。 

４ 条例第６条の２第３項第３号の対象期間

の起算日は、教育委員会が定める日とし、教

育委員会は、条例第６条の２第１項の規定に

より週休日及び勤務時間の割振りを定める

場合には、当該起算日を明らかにして週休日

及び勤務時間を割り振るものとする。 

５ 条例第６条の２第３項第５号の特定期間

（以下「特定期間」という。）は、対象期間

中の特に業務が繁忙な期間であって、各学校

の実情に応じ、教育委員会が公務の運営上の

事情によりやむを得ない必要があると認め

る期間とする。 

６ 条例第６条の２第３項第６号の特定期間

の起算日は、教育委員会が定める日とし、教

育委員会は、条例第６条の２第１項の規定に

より週休日及び勤務時間の割振りを定め、特

定期間を設ける場合には、当該起算日を明ら

かにして週休日及び勤務時間を割り振るも

のとする。 

７ 条例第６条の２第３項第７号の勤務日（以

下「勤務日」という。）は、月曜日から金曜

日までの５日間（勤務条件条例第２条第２項

に規定する育児短時間勤務職員等（以下「育

児短時間勤務職員等」という。）にあっては

月曜日から金曜日までの５日間のうち当該

育児短時間勤務等の内容に従い教育委員会

が定めた週休日を除く日、同条第３項に規定

する再任用短時間勤務職員（以下「再任用短

時間勤務職員」という。）及び同条第４項に

規定する任期付短時間勤務職員（以下「任期

付短時間勤務職員」という。）にあっては月

曜日から金曜日までの５日間のうち教育委
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員会が定めた週休日を除く日）とする。 

８ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、

長期休業期間等の一部の日その他の必要と

認める日を勤務日としないことができる。 

９ 第７項の規定にかかわらず、教育委員会が

特別の事情があると認めるときは、対象期間

において６日を超えない範囲内（特定期間と

して定められた期間において１週間に１日

の週休日（育児短時間勤務職員等にあって

は、１週間に１日以上の割合で当該育児短時

間勤務等の内容に従った週休日）が確保でき

る日数の範囲内）で連続して勤務日を割り振

ることができる。 

１０ 教育委員会は、勤務日ごとの勤務時間を

割り振るに当たっては、次の各号に掲げる日

について、当該各号に定める時間（育児短時

間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤

務等の内容に従い当該各号に定める時間を

超えない範囲内の時間、再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員にあっては当

該各号に定める時間を超えない範囲内の時

間）を割り振るものとする。ただし、特別の

事情がある場合は、この限りでない。 

(1) 年間のうち教育職員の業務量が多い時

期の日のうち特に業務が繁忙である日と

して教育委員会が必要と認める日 ９時

間以上１０時間以下において教育委員

会が定める時間

(2) 年間のうち教育職員の業務量が多い時

期の日であって前号に掲げる日以外の日

のうち教育委員会が必要と認める日 ７

時間４５分を超え９時間未満において

教育委員会が定める時間
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(3) 前２号に掲げる日以外の勤務日 ７時

間４５分 

１１ 教育委員会は、条例第６条の２第４項の

規定により対象期間を１箇月以上の期間ご

とに区分し、当該区分による各期間のうち当

該対象期間の初日の属する期間（以下「最初

の期間」という。）を除く各期間における勤

務日数を割り振る場合には、当該各期間にお

ける勤務日数は、当該各期間の日数から当該

各期間中の日曜日及び土曜日の日数を除い

た日数とする。ただし、特別の事情がある場

合は、この限りでない。 

１２ 教育委員会は、条例第６条の２第４項の

規定により対象期間を１箇月以上の期間ご

とに区分し、最初の期間を除く各期間におけ

る総勤務時間を割り振る場合には、当該各期

間における総勤務時間は、当該各期間のうち

次の各号に掲げる日の数について、当該各号

に定める時間を乗じた時間を合計した時間

を割り振るものとする。ただし、特別の事情

がある場合は、この限りでない。 

(1) 年間のうち教育職員の業務量が多い時

期の日のうち特に業務が繁忙である日と

して教育委員会が必要と認める日 ９時

間以上１０時間以下において教育委員

会が定める時間

(2) 年間のうち教育職員の業務量が多い時

期の日であって前号に掲げる日以外の日

のうち教育委員会が必要と認める日 ７

時間４５分を超え９時間未満において

教育委員会が定める時間

(3) 前２号に掲げる日以外の勤務日 ７時

間４５分 
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１３ 教育委員会は、条例第６条の２第１項の

規定により週休日及び勤務時間の割振りを

定めた場合（同条第４項の規定により最初の

期間を除く各期間における勤務日及び当該

各期間における勤務日ごとの勤務時間の割

振りを定めた場合を含む。）には、教育職員

に対して速やかにその旨を通知しなければ

ならない。 

１４ 教育委員会は、条例第６条の２第１項の

規定により週休日及び勤務時間を割り振る

場合において、対象期間が３箇月を超えると

きは、当該対象期間について１年当たり

２８０日を超えない範囲内で勤務日を割り

振るものとする。ただし、対象期間が３箇月

を超える場合において、当該対象期間の初日

の前１年以内の日を含む３箇月を超える期

間を対象期間として定めたとき（以下この項

において当該対象期間を「旧対象期間」とい

う。）において、１日の勤務に割り振られる

勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間

において１日の勤務に割り振られていた勤

務時間のうち最も長いもの若しくは９時間

のいずれか長い時間を超え、又は１週間の勤

務に割り振られる勤務時間のうち最も長い

ものが旧対象期間において１週間の勤務に

割り振られていた勤務時間のうち最も長い

もの若しくは４８時間のいずれか長い時間

を超えるときは、旧対象期間について１年当

たりの勤務時間が割り振られていた日の数

から１日を減じた日数又は２８０日のいず

れか少ない日数とする。 

１５ 教育委員会は、条例第６条の２第１項の

規定により勤務時間を割り振る場合には、
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１０時間を超えない範囲内で１日の勤務時

間を割り振るものとし、５２時間を超えない

範囲内で１週間の勤務時間を割り振るもの

とする。この場合において、対象期間が３箇

月を超えるときは、次の各号のいずれにも適

合するよう勤務時間を割り振らなければな

らない。 

(1) 対象期間において、その１週間の勤務

に割り振られる勤務時間が４８時間を超

える週が連続する場合の週数が３以下で

あること。 

(2) 対象期間をその初日から３箇月ごとに

区分した各期間（３箇月未満の期間を生

じたときは、当該期間）において、その

１週間の勤務に割り振られる勤務時間が

４８時間を超える週の初日の数が３以下

であること。 

第６条 条例第６条の３第１項の４週間を超

えない期間につき１週間当たり３８時間

４５分を超える勤務時間が割り振られた期

間の算定に当たっては、原則として４週間の

期間ごとに算定を行うものとする。ただし、

教育職員の健康及び福祉を考慮して４週間

の期間ごとに算定を行うことが適当でない

場合は、４週間を超えない１週間を単位とし

た期間ごとに算定を行うものとする。 

２ 条例第６条の３第１項の勤務することを

要しない時間の指定は、１５分の時間を単位

として行うものとする。 

３ 教育委員会は、条例第６条の３第１項の勤

務することを要しない時間を指定する場合

は、同項の４週間を超えない期間につき１週

間当たり３８時間４５分を超える勤務時間
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が割り振られた期間内の日のうち勤務条件

条例第８条第１項に規定する休日等を除い

た日の始業の時刻から連続し、又は終業の時

刻まで連続する勤務時間について行わなけ

ればならない。ただし、教育委員会が、公務

の運営並びに教育職員の健康及び福祉を考

慮して必要があると認める場合は、この限り

でない。 

（細目） （細目） 

第５条 （略） 第７条 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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（第１９号議案の説明資料） 

教職員課  

浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置

条例施行規則の一部改正について 

（提案理由）

「休日のまとめ取り」のための１年単位の変形労働時間制（以下「１年単位の変形労

働時間制」という。）に関する給特法（※）の改正が施行されることに伴う条例改正を受

け、教育委員会規則で規定すべき事項について改正を行うものです。 

※給特法：公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 

（改正内容）

１年単位の変形労働時間制の制度施行にあたり次の事項を定めるものです。

（１）制度運用をする場合の時間外在校等時間の上限を、月４２時間、年間３２０時間

とするものです。

（２）勤務時間の割振りの基準について次のとおり定めるものです。

割振りの対象期間 夏季等の長期休業期間を含む４月１日から翌年３月３１日まで
の範囲内で設定。また、対象期間及び特定期間を定める場合は、
起算日を明らかにする。

対象期間の区分 対象期間を１か月以上の期間に区分し、区分ごとに勤務割振りを
設定できる。ただし、最初の区分を除き３０日前に勤務割振りを
教育職員に通知する。

特定期間の設定 対象期間中の特に繁忙な期間を特定期間として定め、週休日及び
勤務時間を割振ることができる。

１日の勤務時間 原則として７時間４５分。
勤務時間を延長する場合は、８時間から１０時間までの範囲内。

１週間の勤務時間 ５２時間以内。ただし、４８時間を超える週は連続３週間以下、
対象期間中における３か月毎の区分で、４８時間を超える週は３
週以下。

１年間の勤務日数 ２８０日以下。
※１日９時間以上または週４８時間以上の勤務時間を割振る場
合は、前年の１年間の勤務日数から１日減らした日数以下。

連続勤務日数の
限度

原則として、月曜日から金曜日まで５日間。なお、連続した勤務
日の限度は６日とする。
※特定期間は、１週間に１日の週休日を確保できる日数を限度。

その他 制度を運用する場合には、対象教育職員に勤務割振りを事前に速
やかに通知する。
育児や介護を行う教育職員には、必要な配慮をする。

（３）文部科学大臣が定める指針による措置が講ずることができなくなった場合の勤務

時間を削減する措置について、削減する時間を１５分単位とし、勤務の初め又は終

わりに設定することを定めるものです。

（施行期日）

この規則は、令和３年４月１日から施行するものです。 

17



（参考） 

文部科学大臣が定める指針の概要（長期休業期間における集中した休日の確保のため

の一年単位の変形労働時間制における教育委員会や学校が講ずべき措置） 

●本制度を適用する場合は、上限時間を月４２時間、年３２０時間とすること 

●本制度を適用するにあたっては、上限時間の範囲内であること 

→前年度における時間外在校等時間実績、長時間化を防ぐための取組みの実施状況等

を確認し上限時間の範囲内となることが見込まれる場合のみ本制度を導入できる 

●本制度を適用するにあたっては、以下の全ての措置を講じること 

（教育職員に関する措置） 

・タイムカード等の客観的な方法等による在校等時間の把握を行うこと 

・部活動の活動時間について部活動ガイドラインの範囲内とすること 

・通常の正規の勤務時間を超える割振りについて、年度初め、学校行事が行われる期

間等、対象期間のうち業務量が多い一部の時期に限り行うこと 

・通常の正規の勤務時間を超える割振る日において、これを理由として担当授業数や

児童生徒の活動時間の延長・追加のような教育職員の業務を新たに付加することは

しないこと 

・本制度を適用した勤務時間を減少させる日については、連休とすること 

・教育職員の睡眠時間や生活時間を確保するために終業から始業までに一定のインタ

ーバル（８時間以上）を確保すること 

（学校に関する措置） 

・長期休業期間における業務量の縮減を図ること 

・超勤４項目の臨時又は緊急のやむを得ない業務を除き、職員会議、研修等の業務は

通常の正規の勤務時間内に行うこと 

・すべて教育職員に画一的に適用せず、育児や介護を行う者等について配慮すること 
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第 ２ ０ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

   浜松市立幼稚園園則の一部改正について 

 浜松市立幼稚園園則の一部を改正する規則を次のように定める。 

教育長  花  井  和  徳  

浜松市立幼稚園園則の一部を改正する規則（案）

 浜松市立幼稚園園則（平成２年浜松市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正

する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

 （編入に伴う経過措置）  （編入に伴う経過措置） 

２ （略） ２ （略） 

 （定員の特例） 

 ３ 当分の間、別表浜松市立竜川幼稚園の項中

「６０人」とあるのは、「０人」とする。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 第１号様式中 

 「

保護者

住 所 

フリガナ 

氏 名                」

を 

 「

保護者

住 所 

フリガナ 

氏 名 

」

に改める。 

 （署名又は記名押印をしてください。） 

 第２号様式中 

 「
保護者

住 所 

氏 名 」
を 
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 「
保護者

住 所 

氏 名 

」

に改める。 

 （署名又は記名押印をしてください。） 

   附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間

使用することができる。 
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（第２０号議案の説明資料） 

幼児教育・保育課  

浜松市立幼稚園園則の一部改正について 

（提案理由） 

  浜松市立竜川幼稚園の休園及び書面規制、押印等見直し指針（令和２年１０月）に基

づく、押印の義務付け廃止のため、規則の一部を改正するものです。 

（改正内容） 

 １ 定員の特例

別表浜松市立竜川幼稚園の項中「６０人」とあるのは、「０人」とする特例を附則に

加えるものです。

 ２ 押印義務付けの廃止

市民の利便性向上や行政手続の簡素化のため、様式への押印の義務付けを廃止し、

署名を原則とするものです。

（施行期日）

  この規則は、令和３年４月１日から施行するものです。
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第 ２ １ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

押印を求める手続の見直し等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制

定について 

 押印を求める手続の見直し等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則を次のよ

うに定める。 

教育長  花  井  和  徳  

押印を求める手続の見直し等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則（案） 

（浜松市学童等災害共済条例施行規則の一部改正） 

第１条 浜松市学童等災害共済条例施行規則（昭和４７年浜松市教育委員会規則第６号）

の一部を次のように改正する。 

第１号様式中「 」を削る。

第２号様式中 

 「 

申込団体 

所在地 

名称 

代表者氏名           

連絡先 」

を 

 「 

申込団体 

所在地 

名称 

代表者氏名 

（署名又は記名押印をしてください。）

連絡先 」

に改める。 

  第４号様式中 

 「 

証明者 

住所 

氏名               」

を 
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 「 

証明者 

住所 

氏名 

（署名又は記名押印をしてください。）」

に改める。 

  第５号様式中 

 「学校名又は団体名 

所在地 

代表者氏名              」

を 

 「学校名又は団体名 

所在地 

代表者氏名 

（署名又は記名押印をしてください。） 」

に、 

 「医療機関所在地及び名称 

氏名               」
を 

 「医療機関所在地及び名称 

氏名 

（署名又は記名押印をしてください。） 」

に改める。 

（浜松市教職員住宅管理規則の一部改正） 

第２条 浜松市教職員住宅管理規則（平成１７年浜松市教育委員会規則第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  第１号様式から第３号様式までの規定中 

 「職氏名                」を 

 「職氏名 

（署名又は記名押印をしてください。） 」
に改める。 

 （浜松市奨学金貸与条例施行規則の一部改正） 

第３条 浜松市奨学金貸与条例施行規則（平成１７年浜松市教育委員会規則第２１号）の

一部を次のように改正する。 

第１号様式及び第４号様式中「 」を削る。

第５号様式中 

 「 

申請者

住所 

氏名               」

を 
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 「 

申請者

住所 

氏名 」

に、 

 「 

親権者又は後見人（代表者）

住所 

氏名           」

を 

 「 

親権者又は後見人（代表者）

住所 

氏名 」

に改める。 

  第６号様式中「 」を削る。

  第７号様式中 

 「奨学生番号 第     号 

住 所  
を 

 届出人  

氏 名             」

 「 

届出人 

奨学生番号 第     号 

住 所 

氏 名 」

に改める。 

第８号様式中 

 「 

届出人

住 所 

氏 名               」

を 

 「 

届出人

住 所 

氏 名 」

に改める。 

第９号様式から第１１号様式までの規定、第１３号様式及び第１４号様式中「 」を

削る。 

（浜松市立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正） 

第４条 浜松市立高等学校の通学区域に関する規則（平成１２年浜松市教育委員会規則第

１９号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「 」を削り、「氏名を自署する場合は、押印は不要です。」を「署名又は

記名押印をしてください。」に改める。 
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 （博物館の登録に関する規則の一部改正） 

第５条 博物館の登録に関する規則（平成２７年浜松市教育委員会規則第１３号）の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（証明書の交付） （証明書の交付） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 前項の規定による請求は、次に掲げる事項

を記載し、かつ、請求者の代表者が署名し、

又は記名押印した請求書を教育委員会に提

出して行わなければならない。 

２ 前項の規定による請求は、次に掲げる事項

を記載し、かつ、請求者の代表者が署名した

請求書を教育委員会に提出して行わなけれ

ばならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市文化財保護条例施行規則の一部改正） 

第６条 浜松市文化財保護条例施行規則（昭和５２年浜松市教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

  第１号様式中 

 「所有者 住所（所在地） 

氏名（名 称）          」
を 

 「所有者 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 

（署名又は記名押印をしてください。）」

に改める。 

  第３号様式中 

 「申請者 住所（所在地） 

氏名（名 称）          」
を 

 「申請者 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 」
に改める。 

第５号様式中 

 「所有者 住所（所在地） 

氏名（名 称）           」
を 

 「所有者 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 」
に、 

 「管理責任者 住所（所在地） 

氏名（名 称）           」
を 
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 「管理責任者 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 」
に改める。 

第６号様式から第１３号様式までの規定中 

 「届出人 住所（所在地） 

氏名（名 称）          」
を 

 「届出人 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 」
に改める。 

第１４号様式中 

 「願出人 住所（所在地） 

氏名（名 称）          」
を 

 「願出人 住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 」
に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使

用することができる。 
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（第２１号議案の説明資料） 

教育総務課  

押印を求める手続の見直し等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定

について 

（提案理由） 

書面規制、押印等見直し指針（令和２年１０月）に基づき、押印の義務付けを廃止す

るため、関連する規則の一部を一括して改正する規則を制定するものです。 

（改正内容） 

１ 改正規則 

No. 規則名 規則所管課 

１ 浜松市学童災害共済条例施行規則 健康安全課 

２ 浜松市教職員住宅管理規則 教育施設課 

３ 浜松市奨学金貸与条例施行規則 教育総務課 

４ 浜松市立高等学校の通学区域に関する規則 市立高等学校 

５ 博物館の登録に関する規則 文化財課 

６ 浜松市文化財保護条例施行規則 文化財課 

２ 内容 

市民の利便性向上や行政手続の簡素化のため、様式への押印の義務付けを廃止し、

署名を原則とするものです。 

（施行期日） 

この規則は、令和３年４月１日から施行するものです。 
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第 ２ ２ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

   令和２年度教育委員会点検・評価報告書（案）について 

 令和２年度教育委員会点検・評価報告書（案）を次のとおり策定する。 

教育長  花  井  和  徳  
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第 ２ ３ 号 議 案   

令和３年３月２２日提出   

   浜松市指定文化財の指定について 

 次のものを浜松市指定文化財に指定する。 

教育長  花  井  和  徳  

１ 種 別    有形文化財（歴史資料） 

２ 名称・員数  ジェームズ・ペイトン号遭難事件関係資料 

          一、器物類    4 口、2 本、1 合、1 面 

          一、文書・記録類 19 冊、14 通、5 枚 

３ 所在場所   浜松市南区福島町 38 番地 

４ 所有者    個人 
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（第２３号議案の説明資料） 

文化財課  

浜松市指定文化財の指定について 

（提案理由） 

  浜松市文化財保護条例第 4 条第 3 項の規定により、浜松市指定文化財の指定について

浜松市文化財保護審議会に諮問し、同条例第 44条の規定により、別紙のとおり浜松市文

化財保護審議会の建議を受けたため。 

（提案内容） 

１ 種 別    有形文化財（歴史資料） 

２ 名称・員数  ジェームズ・ペイトン号遭難事件関係資料 

           一、器物類    4 口、2本、1合、1面 

           一、文書・記録類 19 冊、14通、5枚 

３ 所在場所   浜松市南区福島町 38 番地

４ 所有者    個人 

５ 概 要 

器物類及び文書・記録類から成る本資料は、イギリス商船の遭難事件に対し、福島

村（現福島町）の村民を中心に親切な対応をし、これにイギリス政府が謝辞や金銭、

贈り物等で答えるなどの経緯がたどれ、市下、民間での良好な国際交流を伝える資料

として貴重である。 

   資料年代は明治 8 年（1875）から明治 9 年（1876）までと明確であり、村民のもて

なし等てん末の記録内容も詳細にわたる。保存状態は、予備のワイングラス 2 口の欠

失や文書の一部に虫損・帳はずれ等がみられるものの概ね良好と判断される。また、

調査事業（全点翻刻）や冊子の刊行も行われ、地域で大切に保管・公開されてきたこ

とを踏まえ、今後の活用の広がりも期待できる。 

６ 写真 

次頁のとおり 

 ７ その他  

浜松市文化財保護条例第 4条第 2項の規定に従い、所有者の同意を得ている。 
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文書・記録類
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学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間における 

連絡手段のデジタル化の推進に関するガイドライン 
令 和 ３ 年 ４ 月 

浜松市教育委員会 

１ 概 要 

 政府では、デジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、書面主義、押印

原則等に関する官民の規制・制度や慣行の見直しを進めている。 

文部科学省は、令和２年 10 月 20 日に、各学校や地域における実情を踏まえつつ、

可能なところから、押印の省略及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化

に向けた取組を進めるよう、各教育委員会宛で通知している。 

 また、浜松市では、市民の利便性の向上、行政手続きの簡素化及びデジタル・ガバ

メントの推進のため、「書面規制、押印等見直し指針」を策定し、全庁的に取り組ん

でいる。 

 以上を踏まえ、浜松市教育委員会は、本ガイドラインを作成し、学校が保護者等に

求める押印の見直し及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進を目

指す。 

２ 考え方 

（１）保護者等による押印の効力について 

現在、学校・保護者等間において、書面で押印を伴うやりとりが行われている。 

これらは、単に慣例として押印を求めている場合もあれば、後々トラブル等に 

発展した際に、保護者等が文書作成者であることを学校側が主張・証明することを

想定し、保護者等に押印を求めている場合もあると考えられる。 

一方で、いわゆる「認印」による押印の場合には、その認印自体から保護者等の

ものであることを立証することは困難であり、押印の効果（当該文書が保護者等に

よって作成されたものであるとすること）は限定的である。 

（２）押印の省略、デジタル化への移行について 

書面内容によっては、押印手続きを省略し、学校・保護者等間における情報伝達

が可能なシステム等を活用して必要な情報を得るなど、効率的な情報伝達手段へ移

行することが考えられる。 

（３）デジタル化した際の保護者等からの意思表示であることの証明について 

保護者等へのなりすまし等による回答を防ぐためには、情報伝達サービスへの利

用登録（個人ＩＤ・パスワード付与等）のプロセスを得るなど、情報と個人の紐づ

けが確実にできるデジタル環境がより望ましい。 

その際、保護者等からのメールを保存したり、保護者等が情報伝達サービス等を 

利用した際のログインＩＤ・日時、回答内容等を記録・保存したりすることは、保

護者等からの意思表示であることを証明する手段の一つになり得ると考えられる。 

報告ア
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ただし、保護者等がＩＤ 登録等の個人認証プロセスを得ていない場合や、回答

フォームのＵＲＬ等を誰もが知り得るような状況にある場合等に限り、自署で保護

者等から回答を得るなど、学校の実情に応じて判断することとする。 

３ 今後の方針 

 （１）書面での押印を伴うやりとりは、原則廃止 

・学校・保護者等間における保護者の同意、承諾などの意思確認を目的とした  

書面は、押印（「 」の記載）を廃止し、署名を原則とする。 

  例：・肖像権等同意書 ・行事等参加申込書 ・進路等調査書 

・成績通知表   ・携帯持込申請書             等 

・ただし、以下の場合については、廃止を求めない。 

①地方自治法第 234 条第 5項により押印が義務付けられている契約 

 ⇒契約につき、契約書を作成する場合、契約書への記名押印を義務付けてい

ることから、廃止見直しの対象外とする。 

②浜松市契約規則、浜松市会計規則により契約及び一連の手続きにおいて、  

押印を求めている書面 

 ⇒例えば、見積書・請求書及び領収書などをいう。これらは、相手方からの

重要な意思表示を求めるものであるため、廃止見直しの対象外とする。 

③その他、文書の真正性の担保等の理由により、実印の押印を求めている書面 

 ⇒実印は、事務的に印影と作成名義人の印章の一致を証明することができ、

文書の成立の真正について、高い証拠機能がある。このため、印鑑登録証

明書を添付し、実印の押印を求める書面については、廃止見直しの対象外

とする。 

④押印を廃止にすることで学校・保護者等双方の負担が増えてしまう書面 

⇒押印を廃止にすることで、学校・保護者等の負担が増えてしまう事務に  

ついては、廃止見直しの対象外とする。 

 ※具体的には、本読みカードや健康観察表など、単に「見ました」というこ

とを学校と保護者等がお互い手軽に知らせるため、印鑑を使用している場

合は、廃止見直しの対象外とする。 

⑤各校長の判断により押印を求める書面 

⇒原則、押印廃止であることから、各校長の判断により保護者に押印を求め

る書面については、教育委員会が必要に応じて助言等が行うことができる

よう、「押印事務一覧」の提出を各学校に求める。 
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（２）連絡手段のデジタル化 

・学校や家庭の実情を踏まえ、「さくら連絡網」、「ホームページ」や「Google 

Workspace for Education Fundamentals（旧 G Suite for Education）」等を     

活用し、可能な内容のものであれば、紙媒体での連絡手段から、ＩＣＴを活用

した連絡手段に移行する。 

・デジタル環境への対応が難しい家庭には、書面による手続きの余地を残す   

など、特段の配慮を要する。ただし、その際は、必要以上に押印を求めること

がないよう留意する。 

（３）個人情報の取扱いについて 

・個人情報を取り扱う事務については、浜松市個人情報保護条例等に基づき、手続

き等に遺漏がないように留意する。 

（４）その他 

・学校は、保護者等に配付する書面について、記載内容が必要最低限の内容か、  

添付書類が最低限か等、内容・必要性の検証・見直しを行うものとする。 

※参考 （様式）押印事務一覧 



〇〇学校

No. 事務内容 理由

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※

押印事務一覧

本読みカードや健康観察表など、単に「見ました」ということを学校・保護者等間がお互い手軽に
知らせるために押印する場合は、廃止見直しの対象外のため、「押印事務一覧」への掲載不要。
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令和２年度浜松地域遺産の認定について 

市民部文化財課  

１ 目的・経緯 

  令和２年度の浜松地域遺産（浜松市認定文化財）の認定について、本年度募集を行い、以下の

とおり認定を行う。 

  【浜松地域遺産制度とは】 

地域に慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な文化資源を、「浜松地域遺産」として認定し、

郷土の宝として顕彰することで、後世へ継承されることを期待するもの。また、地域遺産を活

用した地域の活性化事業が展開されることにより、個性ある地域の創造に寄与することを目的

としている。本制度は、平成 28 年度から開始し、本年度が５年目 

２ 令和２年度の概要 

推薦書受付件数  291 件 

認定数      147 件 （推薦書受付件数との差は、各地の道標や秋葉山常夜灯等を 

地区ごとに取りまとめて認定したことによるもの） 

           認定内容の詳細は、次頁以降を参照 

  【参考】これまでの認定実績 

① 年度別認定件数                          単位：件

区名 H28 H29 H30 R1 R2 合計 

中 区 1 12 10 4 14 41

東 区 22 28 3 15 1 69

西 区 10 3 4 6 6 29

南 区 6 7 1 4 3 21

北 区 25 1 4 8 8 46

浜北区 3 18 12 14 85 132

天竜区 24 32 16 16 30 118

合 計 91 101 50 67 ※1 147 456 ※2

※1 東区と浜北区に重複する文化財あり（令和元年度の正式な認定件数は 66 件） 

※2 正式な累計件数は 455 件 

② 分類別認定数                           単位：件

分類 H28 H29 H30 R1 R2 合計 

建造物 13 21 1 4 13 52

美術工芸品 28 44 12 18 36 138

無形文化財 0 0 0 0 0 0

有形民俗文化財 12 17 13 14 60 116

無形民俗文化財 13 8 7 6 4 38

史跡 13 6 13 13 14 59

名勝 1 1 2 3 3 10

天然記念物 2 2 0 1 9 14

文化的景観 0 1 2 1 5 9

伝統的建造物群 1 0 0 1 0 2

文化財の保存技術 0 0 0 0 0 0

近代化遺産 3 1 0 1 2 7

伝承地 5 0 0 2 0 7

伝統的生活文化 － － － 2 1 3

合 計 91 101 50 66 147 ※3 455

※3 このほか、令和元年度認定分への構成要素の追加が２件あり 

報告イ
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№ 区 町名等 名称 種別 所有者等 備考
1 中区 肴町 不二丘料理店主屋 建造物 個人 要事前連絡
2 中区 肴町 間淵商店主屋 建造物 株式会社間渕商店 見学不可(非公開)
3 中区 肴町 三米商店主屋 建造物 株式会社三米商店 要事前連絡
4 中区 肴町 林麹製造所土蔵 建造物 個人 要事前連絡
5 西区 舘山寺町 舘山寺町愛宕神社社殿 建造物 愛宕神社
6 北区 細江町気賀 岩根薬師堂 建造物 岩根振興会
7 浜北区 平口 平口足立家石蔵 建造物 個人
8 浜北区 西美薗 金子家石蔵 建造物 個人
9 天竜区 横山町 竜川地区忠霊塔 建造物 八幡神社
10 天竜区 西雲名～小川 雲名秋葉橋 建造物 浜松市
11 天竜区 春野町領家 領家秋葉橋 建造物 浜松市
12 天竜区 春野町領家 九里橋 建造物 浜松市
13 天竜区 春野町堀之内 若身橋 建造物 浜松市
14 浜北区 内野台一丁目 正壽院絵図 絵画 正壽院
15 中区 肴町 大安寺阿弥陀如来像 彫刻 大安寺 要事前連絡、撮影不可
16 西区 舘山寺町 舘山寺聖観音像 彫刻 舘山寺
17 浜北区 平口 不動寺今光明経塔 彫刻 不動寺
18 北区 初生町 兵藤家文書 古文書 個人 旧神宮寺村
19 浜北区 内野台一丁目 徳川将軍家朱印状写 古文書 正壽院
20 東区 薬師町 薬師町八柱神社社額 書跡・典籍 個人 2点
21 北区 細江町気賀 長楽寺扁額(独湛筆) 書跡・典籍 長楽寺 2点
22 天竜区 佐久間町浦川 浦川学校扁額(榎本武揚筆) 書跡・典籍 浜松市立浦川小学校
23 中区 肴町 不二丘料理店関係資料 歴史資料 個人 貸出不可
24 中区 肴町 天ぷらの桝形関係資料 歴史資料 日本料理浜松枡形 要事前連絡
25 中区 肴町 松作商店関係資料 歴史資料 個人 要事前連絡
26 中区 肴町 林麹製造所関係資料 歴史資料 個人 要事前連絡
27 中区 肴町 伊東商店関係資料 歴史資料 個人 要事前相談
28 中区 肴町 弁いち関係資料 歴史資料 個人 貸出不可
29 西区 雄踏町宇布見 賀茂鞆音墓碑 歴史資料 神道会
30 南区 青屋町 御嶽大神碑 歴史資料 個人
31 南区 堤町 堤村地券下図 歴史資料 個人
32 北区 三ヶ日町三ヶ日 内山牛松関係資料 歴史資料 個人
33 北区 三ヶ日町三ヶ日 日野屋関係資料 歴史資料 個人 一部展示中
34 浜北区 内野台一丁目 八王子千人隊の墓碑 歴史資料 正壽院
35 浜北区 平口 姥ヶ谷の半僧坊里程石 歴史資料 個人
36 浜北区 平口 姥ヶ谷の道標 歴史資料 (公開不可) 非公開
37 浜北区 平口 姥ヶ谷植林記念碑 歴史資料 個人
38 浜北区 平口 平口の道標群 歴史資料 （各地一括）
39 浜北区 北浜地区 北浜の道標群 歴史資料 （各地一括）
40 浜北区 中瀬 中瀬畜産祭り関係資料 歴史資料 中瀬郷土史の会
41 浜北区 中瀬 第1回全日本豚共進会記念碑 歴史資料 個人
42 浜北区 中瀬 中瀬大平の道標 歴史資料 中瀬3区自治会
43 浜北区 根堅 根堅の道標群 歴史資料 （各地一括）
44 浜北区 根堅 山下青厓記徳碑 歴史資料 岩水寺
45 浜北区 宮口 宮口の道標群 歴史資料 （各地一括）
46 浜北区 東美薗 東美薗の道標 歴史資料 個人
47 天竜区 大谷 二俣諏訪神社祭典記録 歴史資料 浜松市 一般の閲覧不可
48 天竜区 二俣町二俣 清瀧寺寺領絵図 歴史資料 個人 個人宅での公開不可
49 天竜区 春野町堀之内 高札(五榜の掲示第五札) 歴史資料 個人 写真の二次利用不可
50 西区 舞阪町舞阪 岐佐神社の赤猪石(あかいし) 有形民俗文化財 宗教法人岐佐神社
51 浜北区 内野 真光寺の烏枢沙摩明王像 有形民俗文化財 真光寺
52 浜北区 内野 真光寺の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 真光寺
53 浜北区 内野 内野小島の如意輪観音像 有形民俗文化財 内野小島町内会
54 浜北区 内野 福王寺の北向観音堂 有形民俗文化財 福応寺
55 浜北区 内野 内野小島の三十三観音像 有形民俗文化財 内野小島町内会
56 浜北区 内野 内野小島の阿弥陀如来像 有形民俗文化財 内野小島町内会
57 浜北区 内野台一丁目 正壽院の一字一石塔 有形民俗文化財 正壽院
58 浜北区 平口 平口新田の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 平口新田自治会
59 浜北区 平口 徳生寺の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 徳生寺 （いたずら地蔵）
60 浜北区 平口 西福寺の弁財天像 有形民俗文化財 西福寺
61 浜北区 平口 不動寺の松尾芭蕉句碑 有形民俗文化財 不動寺
62 浜北区 平口 平口新田の観音堂及び六地蔵堂 有形民俗文化財 平口新田自治会
63 浜北区 平口 平口の馬頭観音像 有形民俗文化財 （各地一括）
64 浜北区 平口 平口新田の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財 平口新田自治会
65 浜北区 寺島 大伝寺の弘法大師像 有形民俗文化財 大伝寺
66 浜北区 北浜地区 北浜の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
67 浜北区 北浜地区 北浜の馬頭観音像群 有形民俗文化財 （各地一括）
68 浜北区 中条 中条の山の神像 有形民俗文化財 個人
69 浜北区 上島 上島の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財 上島自治会
70 浜北区 中瀬 中瀬の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
71 浜北区 中瀬 中瀬の石仏 有形民俗文化財 個人
72 浜北区 中瀬 中瀬の弘法大師像 有形民俗文化財 個人
73 浜北区 北浜地区 四塔の観音堂及び道標 有形民俗文化財 個人
74 浜北区 中瀬 中瀬の馬頭観音像 有形民俗文化財 個人
75 浜北区 中瀬 中瀬の延命地蔵像 有形民俗文化財 個人
76 浜北区 中瀬 中瀬の観音菩薩像 有形民俗文化財 個人
77 浜北区 中瀬 中瀬の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 個人
78 浜北区 於呂 於呂のごうりん様 有形民俗文化財 赤佐４区自治会

令和２年度認定 浜松地域遺産一覧表
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№ 区 町名等 名称 種別 所有者等 備考
79 浜北区 赤佐地区 赤佐の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
80 浜北区 根堅 根堅の馬頭観音像 有形民俗文化財 個人
81 浜北区 根堅 根堅の双体道祖神像 有形民俗文化財 岩水寺
82 浜北区 根堅 根堅の耳足地蔵像 有形民俗文化財 六所神社
83 浜北区 根堅 根堅の大原御前祠 有形民俗文化財 個人
84 浜北区 根堅 岩水寺の松島十湖句碑 有形民俗文化財 岩水寺
85 浜北区 根堅 岩水寺の賀茂真淵歌碑 有形民俗文化財 岩水寺
86 浜北区 根堅 岩水寺の松尾芭蕉句碑 有形民俗文化財 岩水寺
87 浜北区 尾野 尾野の馬頭観音像 有形民俗文化財 尾野の昔を語る会
88 浜北区 尾野 養徳寺地蔵堂の石仏 有形民俗文化財 養徳寺
89 浜北区 宮口 宮口の馬頭観音像 有形民俗文化財 個人
90 浜北区 宮口 宮口の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
91 浜北区 宮口 藤村観音堂の石仏 有形民俗文化財 個人
92 浜北区 堀谷 堀谷洞窟の不動明王像 有形民俗文化財 堀谷町内会
93 浜北区 堀谷 堀谷の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財 堀谷町内会
94 浜北区 堀谷 堀谷の馬頭観音像 有形民俗文化財 堀谷町内会
95 浜北区 西美薗 西美薗の延命地蔵像 有形民俗文化財 西美薗大上自治会
96 浜北区 西美薗 西美薗の常盤稲荷堂 有形民俗文化財 西美薗大上自治会
97 浜北区 東美薗 東美薗の不動堂 有形民俗文化財 個人
98 浜北区 竜南 竜南の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 個人
99 浜北区 八幡 八幡庚申堂の石仏 有形民俗文化財 個人
100 浜北区 上善地 上善地の青面金剛童子像 有形民俗文化財 上善地自治会
101 天竜区 春野町堀之内 行者山の役行者像 有形民俗文化財 犬居自治会
102 天竜区 春野町堀之内 瑞雲院の龕(がん) 有形民俗文化財 宗教法人瑞雲院 要事前連絡
103 天竜区 春野町堀之内 静修地区の龕(がん) 有形民俗文化財 意昌庵
104 天竜区 春野町和泉平 和泉平地区の龕(がん) 有形民俗文化財 和泉平自治会
105 天竜区 春野町筏戸大上 筏戸大上地区の龕(がん) 有形民俗文化財 筏戸組
106 天竜区 春野町花島 花島地区の龕(がん) 有形民俗文化財 個人
107 天竜区 春野町宮川 宮川里原地区の龕(がん) 有形民俗文化財 個人
108 天竜区 春野町豊岡 春野町豊岡篠原地区の龕(がん) 有形民俗文化財 春野町篠原自治会
109 天竜区 春野町豊岡 春野町豊岡野尻地区の龕(がん) 有形民俗文化財 春野町野尻自治会
110 中区 肴町 大安寺の酉の市 無形民俗文化財 大安寺
111 西区 舞阪町舞阪 宝珠院の海苔供養祭 無形民俗文化財 宝珠院
112 北区 引佐町井伊谷 井伊谷二宮神社の先囃子 無形民俗文化財 二宮神社
113 天竜区 佐久間町大井 和泉及び鮎釣の神楽 無形民俗文化財 和泉・鮎釣神楽保存会
114 西区 舘山寺町 弘法穴古墳 史跡 舘山寺
115 南区 青屋町 水晶六所神社境内 史跡 六所神社
116 浜北区 平口 平口不動寺境内 史跡 不動寺
117 浜北区 平口 平口八幡神社境内 史跡 平口八幡神社
118 浜北区 中瀬 中瀬ドンボ跡 史跡 個人
119 浜北区 於呂 於呂榊神社境内 史跡 個人
120 浜北区 於呂 於呂八幡神社境内 史跡 赤佐１区自治会
121 浜北区 根堅 人形山３号墳 史跡 個人 入山要許可
122 浜北区 根堅 将軍塚古墳 史跡 岩水寺
123 浜北区 根堅 岩水寺八幡神社境内 史跡 岩水寺
124 浜北区 尾野 高根山古墳 史跡 個人
125 浜北区 堀谷 堀谷六所神社境内 史跡 堀谷町内会
126 浜北区 堀谷 堀谷荒 (あらはばき)神社境内 史跡 堀谷町内会
127 浜北区 堀谷 堀谷清水井戸跡 史跡 堀谷町内会
128 浜北区 根堅 座禅岩 名勝 龍泉寺
129 浜北区 根堅 上臈岩及び御座岩 名勝 静岡県 立入禁止
130 天竜区 春野町豊岡 明神峡 名勝
131 浜北区 根堅 岩水寺鍾乳洞 天然記念物 岩水寺 立入禁止
132 浜北区 根堅 根堅鍾乳洞 天然記念物 岩水寺 立入禁止
133 天竜区 春野町堀之内 堀之内静修のヤマザクラ 天然記念物 浜松市
134 天竜区 春野町堀之内 意昌庵のヤマザクラ 天然記念物 意昌庵
135 天竜区 春野町堀之内 意昌庵のサルスベリ 天然記念物 意昌庵
136 天竜区 春野町大時 大時のシダレザクラ 天然記念物 個人
137 天竜区 龍山町大嶺 白倉諏訪神社のエドヒガンザクラ 天然記念物 白倉諏訪神社
138 天竜区 龍山町大嶺 龍山町平沢のヤマザクラ 天然記念物 浜松市
139 天竜区 佐久間町浦川 浦川小学校のシラカシ 天然記念物 浜松市立浦川小学校
140 浜北区 根堅 根堅石灰窯跡 近代化遺産 個人
141 天竜区 春野町豊岡 旧気田森林鉄道小石間トンネル 近代化遺産 浜松市
142 中区 葵西六丁目 旧萩の原開拓村の区画 文化的景観 葵西自治会
143 天竜区 只来 只来の集落景観 文化的景観 ―
144 北区 都田町 白昭開拓村の区画 文化的景観 白昭自治会
145 北区 三ヶ日町平山 才の神宿場の景観 文化的景観 ―
146 天竜区 二俣町二俣・鹿島 二俣の小路(しょうな)景観 文化的景観 ―
147 中区 肴町 山口屋寿司店のかまど炊き 伝統的生活文化 個人 店外からの見学可、店内不可

令和元年度認定分に追加 

№ 区 町名等 名称 種別 所有者等 備考
1 東区 有玉北町 近世近代浜松関係資料 歴史資料 個人 （令和元年度認定に細目追加）
2 浜北区 中瀬 袖ヶ浦三十三観音霊場 有形民俗文化財 個人 （令和元年度認定に細目追加）
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浜松市文化財保存活用地域計画（案）に対するパブリック・コメントの結果について 

市民部文化財課  

１ 趣旨 

令和元年度から進めている「浜松市文化財保存活用地域計画」の策定について、パブリック・

コメント制度実施要綱に基づき計画案を公表し、意見募集を行ったことに対する結果及び市の考

え方を公表した。 

２ 意見募集結果の概要 

（１） 案の公表及び意見募集期間 

令和２年12月 17日（木）から令和３年１月20日（水）まで 

（２）案の公表先 

・広報はままつ12月号及び市ホームページ（パブリック・コメント）に掲載 

・文化財課、市政情報室、区役所、協働センター、市民協働センター、中央図書館、パブコメ 

ＰＲコーナー（市役所本館１階ロビー）において配布 

（３） 意見提出者数 

30人 

（４）提出方法 

持参（１人）、郵便（０人）、電子メール（９人）、ＦＡＸ（１人）、説明会等（19人） 

（５）意見数 

137件（内訳：提案40件、要望68件、質問29件） 

（６）案に対する反映度 

案の修正32件、盛り込み済51件、今後の参考25件、その他29件 

（７）市の考え方の公表年月日 

令和３年３月16日 

（８）提出意見の取扱い 

提出された意見に対して市の考え方を公表するとともに、意見を考慮して最終案を作成する。 

※意見提出者への個別回答は行わない。 

（９）市の考え方 

別紙「市民の皆さんからの提出意見とその意見に対する市の考え方の公表」のとおり 

※主なポイントは、次頁を参照 

３ 今後の予定 

  令和３年７月頃、最終案を国へ認定申請予定（認定後、施行） 

報告ウ
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浜松市文化財保存活用地域計画（案）に対するパブリック・コメント 

主な意見と市の考え方 

●市民協働の体制づくりに関する意見（P18提案 13、提案14、P21提案 21、提案22など） 

【意見】計画案で市民協働の充実を謳っているが、市が主体になって事業を進めるような印象を持つ表

現がみられる。また、市民グループと定期的に意見交換の場を持つことを期待する。

【市の考え方】文化財の保存活用に関する方針の一つ「協働創造の充実」の具体的な内容を示した部分

について、「本市の文化財に関わる個人や団体等から意見や情報を広く集め」（計画案P82）という表現

に案を修正するとともに、具体的な取組の中に「文化財に関係する市民や市民団体と定期的に意見交換

の場を持ち、人材の発掘に努める」（計画案P94）という表現を加え、案を修正。 

●指定等文化財の情報提示、デジタルアーカイブ化に関する意見（P23要望49、質問12など） 

【意見】文化財の所在地や映像などを含む指定等文化財の情報をアーカイブ化し、広く公開することを

望む。また、各種データはインターネット上で公開するとともに、文化財関係図書などもデジタルアー

カイブ化を進めてほしい。 

【市の考え方】文化財のデータベースはオープンデータ化を進めるともに、映像等を含めた文化財に関

するデジタルアーカイブの構築、公開を進め、市民による一層の活用を目指す、として盛り込み済（計

画案P97）。文化財関係図書については、過去の刊行本を含め、条件が整う範囲において電子版を作成し、

インターネット上での公開を進める、として盛り込み済（計画案P98）。 

●観光施策との関係についての意見（P22質問 11、P23提案 26など） 

【意見】文化財部局と観光部局は連携を深め、観光施設における活動の充実を図ってほしい。 

【市の考え方】観光施策との関係については、複数の文化財についてストーリーをもって結び付け、周

遊型、滞在型の観光コンテンツとして情報提供できるよう、今後も情報収集に努める、として盛り込み

済（計画案P98）。また、「関連文化財群」、「文化財保存活用区域」等を設定し、今後の観光施策への活

用を促していく、として盛り込み済（計画案P117～P153）。 

●環境施策との関係についての意見（P8要望20、P17要望 41、P20提案 16など） 

【意見】 動植物などの自然遺産や、浜名湖や佐鳴湖をはじめとした水域の生態系も、文化財として重

視してほしい。

【市の考え方】動植物などの自然遺産についても、環境政策部局との連携のもと、本市を代表する文化

財（天然記念物）として適切な保護が図られるように現況調査を進め保護を図る、として盛り込み済（計

画案P89）。また、浜名湖や佐鳴湖をはじめとした水域の生態系については、蜆塚遺跡等の個別文化財の

保存活用施策の中で、関連性に留意していくことを盛り込み済（計画案P141）。 


